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※
会
場
受
付
時
間
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
で
す
。

※
会
場
の
混
雑
を
緩
和
す
る
た
め
、
な
る
べ
く
申
告
相
談
日
程
表
の
指
定
地
区
を
参
考
に
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

※
各
会
場
へ
お
越
し
の
際
は
、
駐
車
場
が
狭
い
た
め
、
乗
り
合
わ
せ
な
ど
を
し
て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

※
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
の
倉
敷
税
務
署
員
に
よ
る
申
告
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告

市
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告

２
月
１６
日
˜
か
ら
３
月
１７
日
ˆ
ま
で

●申告相談の日程表 （ 土・日曜日、祝日は申告相談を行いません）

申告は
お早めに！る

人

●
２
か
所
以
上
か
ら
公
的
年
金
等
収
入
が
あ
る
人

●
１
か
所
か
ら
の
給
与
収
入
の
み
で
、
所
得
控
除

等
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
源
泉
徴
収
税
額

の
変
更
が
生
じ
る
人

▼
市
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告

●
平
成
２０
年
１
月
１
日
現
在
、
総
社
市
内
に
居
住

し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
い

人
で
、
平
成
１９
年
中
に
収
入
の
あ
っ
た
人

※
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
人
は
申
告
を
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

★
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
て
い
る
人

★
１
か
所
か
ら
の
給
与
収
入
の
み
で
、
年
末
調

整
が
済
ん
で
い
る
給
与
支
払
報
告
書
が
勤
務

先
か
ら
市
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
人

★
１
か
所
か
ら
の
公
的
年
金
等
収
入
の
み
で
、

次
の
①
か
②
に
該
当
す
る
人

①
　
昭
和
１８
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
で
年

金
収
入
合
計
が
９８
万
円
以
下
の
人

②
　
昭
和
１８
年
１
月
１
日
以
前
生
ま
れ
で
年

金
収
入
合
計
が
１
４
８
万
円
以
下
の
人

●
平
成
１９
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た
人
（
障
害
年

金
や
、
遺
族
年
金
の
み
の
人
、
失
業
給
付
の
み

の
人
な
ど
）
で
、
同
居
の
人
の
税
の
扶
養
に
な

っ
て
い
な
い
人

※
平
成
１９
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た
人
で
も
、

同
居
の
人
の
税
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な
い
人

は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
資
料
や
非
課

税
証
明
書
の
発
行
に
必
要
な
た
め
、
申
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
と
、
市
県
民
税
・
国
民
健

康
保
険
税
と
に
分
け
て
説
明
し
ま
す
。

▼
所
得
税
の
確
定
申
告

●
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
な
ど
の
あ
る
人
で
、

平
成
１９
年
中
の
所
得
の
合
計
額
が
所
得
控
除
の

合
計
額
を
超
え
る
人

●
土
地
や
建
物
な
ど
の
売
却
に
よ
る
所
得
が
あ
る

人
　

●
給
与
収
入
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人

●
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
収
入
が
あ
る
人

●
年
末
調
整
し
て
い
な
い
給
与
収
入
が
あ
る
人

●
１
か
所
か
ら
の
給
与
以
外
に
、
２０
万
円
を
超
え

る
所
得
が
あ
る
人
（
例：

給
与
収
入
以
外
に
２０

万
円
を
超
え
る
農
業
所
得
が
あ
る
人
）

●
公
的
年
金
等
収
入
（
遺
族
・
障
害
年
金
は
非
課

税
所
得
の
た
め
除
き
ま
す
。
以
下
同
じ
）
以
外

に
、
ほ
か
の
所
得
が
あ
る
人

●
公
的
年
金
等
収
入
の
み
で
、
公
的
年
金
等
に
係

る
所
得
の
金
額
が
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え

申
告
が
必
要
な
人
は
？

所
得
税
の
確
定
申
告
、
市
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
期
間
は
、
２
月
１６
日
g

か

ら
３
月
１７
日
b
ま
で
で
す
。
市
で
は
、
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
会
場
に
申
告
相
談
を
行

い
ま
す
の
で
、
申
告
会
場
を
選
ぶ
目
安
を
参
考
に
、
該
当
す
る
会
場
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
相
談
会
場
以
外
で
の
申
告
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
。

税
務
署
で
は
、
３
月
１７
日
b
ま
で
の
確
定
申
告
期
間
中
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
倉
敷
に
申
告
会

場
を
設
置
し
ま
す
。
倉
敷
税
務
署
内
に
は
申
告
会
場
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ス
ム
ー
ズ
に
申
告
を
済
ま
せ
る
た
め
に
も
、「
申
告
の
手
引
き
」な
ど
を
参
考
に
、
自
主
記

載
を
お
願
い
し
ま
す
。
申
告
書
は
郵
送
で
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

全地区

※倉敷税務署員　

による申告相談

日程 会場 イオンモール倉敷 総合福祉センター サンロード吉備路 東公民館 西公民館 昭和公民館 山手支所 清音支所
24 木

１月 ～
31 木
1 金
4 月
5 火
6 水
7 木
8 金 三須
12 火 上原・富原・山田
13 水 秦・福谷・八代
14 木 下原・久代

２月 15 金 新　本
18 月 駅前・中央一丁目
19 火 中央二～六丁目
20 水 総社一～三丁目 美袋・日羽
21 木 総社 原・下倉
22 金 井手 影・中尾・種井・延原・宇山・槁
25 月 槙谷・見延・宍粟
26 火 刑部・福井 西郡・地頭片山
27 水 井尻野 岡谷・西坂台
28 木 中原 宿
29 金 三輪
3 月 真壁
4 火 溝口 清音上中島
5 水 泉 清音三因
6 木 小　寺 清音柿木
7 金 門　田 清音黒田・清音古地・清音軽部

３月 10 月 全地区
11 火 上林・下林・赤浜
12 水 東阿曽・西阿曽
13 木 奥坂・久米・黒尾
14 金 金井戸・南溝手・北溝手・窪木・長良
17 月 全地区

全地区（還付申告）

※倉敷税務署員　

による申告相談

全地区
（還付申告）

◎申告会場を選ぶ目安◎
●所得税の確定申告が必要な人
■給与収入、公的年金等収入のみ
の人で還付申告をする人
サンロード吉備路、イオンモー

ル倉敷
■所得税の申告全般
イオンモール倉敷
■農業所得（青色申告者を除く）、
給与収入、公的年金等収入、雑所
得、一時所得のある人
総合福祉センター、東公民館、

西公民館、昭和公民館、山手支所、
清音支所
●市県民税・国民健康保険税の
申告が必要な人
総合福祉センター、東公民館、

西公民館、昭和公民館、山手支所、
清音支所、サンロード吉備路

東公民館を会
場としていな
い地区




